
                        防衛医科大学校達第１１号 

 防衛医科大学校の学生採用のための入学試験委員会に関する達を次のように定める。 

  昭和49年5月20日 

                     防衛医科大学校長 松 林 久 吉 

 

医学科学生採用のための入学試験委員会 
に関する達 

 
                              改正 昭和52年 4月18日達第10号 
                                 昭和61年 3月28日達第 4号 
                                 昭和62年 6月20日達第 7号 
                                 平成元年 5月29日達第 4号 
                                 平成 7年 3月31日達第 1号 

                                                                  平成 7年 3月31日達第 1号 
                                 令和 5年 6月30日達第 3号 
 

 （目的） 

第１条 この達は、防衛医科大学校医学教育部医学科の学生採用のための入学試験委員

会（以下「委員会」という。）に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 

 （構成） 

第２条 委員会は、委員長及び委員をもって構成する。 

２ 委員長は、防衛医科大学校長（以下「学校長」という。）をもって充てる。 

３ 委員は、次の各号に掲げる者とする。 

 (１) 副校長（教育担当） 

 (２) 防衛医科大学校の教官のうちから学校長が命ずる者 

 (３) 前各号に掲げる者のほか、審議事項を指定して学校長が委嘱する者 

 （審議事項） 

第３条 委員会は、学校長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項を審議する。 

 (１) 入学試験の基本方針に関すること。 

 (２) 学科試験の問題作成の方針、課目の配点及び採点基準に関すること。 

 (３) 面接試験の方針及び評定基準に関すること。 

 (４) 小論文試験の問題作成の方針及び評定基準に関すること。 

 (５) その他入学試験に関すること。 

 （専門部会） 

第４条 委員会に、委員会において審議する審議案について検討するため、専門部会を

置く。 

２ 専門部会は、必要に応じ、複数置くことができる。 

３ 専門部会は部会長及び部会委員（以下「専門部会委員等」という。）をもって構成

し、第２条第３項に掲げる者のうちから、学校長が命ずる。 

 （開催） 



第５条 委員会は委員長が、専門部会は部会長が、必要に応じその都度召集する。 

 （任期） 

第６条 委員の任期は、その委員が命ぜられた学年度の末日までとする。 

２ 専門部会委員等の任期は、当該専門部会委員等を命ぜられた学年度の末日までとす

る。ただし、学年度内に、当該専門部会において検討した案件が委員会において審議

終了したときは、この限りではない。 

 （庶務） 

第７条 委員会及び専門部会の庶務は、医学教育研修センター事務部において行う。 

   附 則 

この達は、昭和５２年４月１８日から施行する。 

   附 則 

 この達は、昭和６１年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この達は、昭和６２年６月２０日から施行する。 

   附 則 

 この達 は、平成元年５月２９日から施行する。 

   附 則 

 この達は、平成７年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この達は、平成１２年１０月１２日から施行する。 

附 則 

 この達は、令和５年７月１日から施行する。 

 


